
― 39 ―

現代死生学 Contemporary Death and Life Studies Vol. 2

〈研究論文〉

スピリチュアルケアの担い手とはどのような存在か
――期待される能力、求められる人物像、 

組織の一員という目標――

Identifying Spiritual Caregivers:  
Exploring �eir Competencies, Character, and Contribution within Organizations

葛西　賢太 1

Kenta KASAI1

スピリチュアルケアの諸要素と全体

スピリチュアルケアの担い手とはどのような存在か？　どのような存在であればよい
か？　どのような資質が必要か？　また、スピリチュアルケアとは何か？　これらの問い
かけは、担い手自身によってなされるとともに、担い手を養成する立場にある者によっ
て、幾度もなされてきた。
たとえば、特定の宗教の立場から、特定の哲学、特定の心理療法の学派の立場から、あ
るいは自らの個人的な体験や師匠の論に依って、スピリチュアルケアのさまざまな理想が
語られてきた 1）。それらは、態度や姿勢、実践への向き合い方、スピリチュアルケア固有
の体験を示唆する説明になっている。
しかしながら、スピリチュアルケアの実践は、個別要素の総和にとどまらない。臨床現
場では、倫理や、自己理解、守秘義務の範囲や、チームでの協働など、個別要素の総和を
超えた、さらなる統合を経た担い手のあり方が期待されている。その全体的な枠組みの説
明が難しいために、担い手への期待を妥協してしまうこともある。「宗教者であれば一定
の死生観をもっているだろう」「善意のケアの担い手であればそれでよい」といっときは
判断しても、じっさいにはしかるべきふるまい（多くは暗黙の前提）ができず行き違いが
生じることも少なくない。だから個別要素にとどまらない、統合された全体的な枠組みと
して、スピリチュアルケアの担い手のあり方を考える必要がある（とくに担い手を養成す
る立場の者にはその責任がある）。全体的な枠組みについて「暗黙の了解」ですませてし
まうに留めれば、スピリチュアルケア対象者もスピリチュアルケアの担い手も、担い手を
養成するプログラムや資格認定する団体にも、問題をもたらしかねない。
米国臨床牧会教育協会をはじめとするチャプレンの業界団体は、スピリチュアルケアの
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担い手のあり方を、チャプレンの資格要件として、明文化する試みを行ってきた。米国の
モデルを絶対視するのではないが、吟味の上で、日本においてはどのようなモデルが提供
できるかを検討する材料として、その文書を共有したらどうだろうか。日本国内において
は、それらは部分的には言及あるいは引用されている（たとえば窪寺2010; 伊藤2010: 53; 

小西2023）が、文書全体を吟味する試みは国内ではなかった。2020年、それらの文書が
大きく改訂された（『米国臨床牧会教育協会　手引き集ACPE Manuals』）ことを承け、私
は、日本語話者のスピリチュアルケア実践者が資格要件を日本語でも検討できるよう、邦
訳共有する試みを行っている（葛西2023a; 葛西2023b）。2022年には、『手引き集』のうち
「チャプレン教育者に期待される能力」について、また、チャプレンに求められる倫理に
ついて邦訳し吟味した。本論考では、同時に邦訳した「専門職チャプレンの共通資格要件
と期待される能力」（葛西2023b）を踏まえて、スピリチュアルケアの担い手とはどのよ
うな存在なのかを考えていく 2）。先行事例を吟味した上でなにを継承しなにをあらためる
かをふまえた、養成に携わる教育者への説明、養成を受ける受講者・学生への説明、そし
て、スピリチュアルケアを提供される社会に対する説明のいずれもが、今後のスピリチュ
アルケアの展開・定着に欠かせないと考えるからである。
以下、まず、スピリチュアルケアの担い手となるための学びとはなにかを問うための材
料として、一人の担い手であり養成教育にも従事する者の、学習と継承の体験をみる。つ
いで、これまでの国内の研究を確認し、どのような個別要素に焦点が当てられてきたかを
確認する。そして、「専門職チャプレンの共通資格要件と期待される能力」の全文の邦訳
を示し、吟味する。「要件」や「能力」、なかでも倫理は、表面的形式的に捉えようとする
と、義務や拘束と誤解されてしまい、かえってスピリチュアルケアの担い手を不自由にす
る。「要件」や「能力」の内容の柔軟で適切な理解のために、期待される能力、求められ
る人物像、組織の一員という目標に注目することで、担い手のありかたを見えやすくする
ための提案を行う。

担い手に必要な資質とは？

以下にあげるのは、スピリチュアルケア（パストラルケア）のための、広く受け入れら
れたチャールズ・ガーキンの教科書『牧会学入門』の冒頭における、著者の述懐である。
牧会（パストラルケア）として語られているものは、現在のスピリチュアルケアの担い手
たるチャプレンの実践である。
なお、以下の引用では「牧会（パストラルケア）」を、私たちが考える「スピリチュア
ルケア」とほぼ同じものとして扱う。また、「牧師」も、「チャプレン」「スピリチュアル
ケアの担い手」とほぼ同じものとして扱う。
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私の場合、自分がいつどこで初めて牧師によるケアを経験したかということを思い
出すのは難しい。私はカンザスの田舎で、ある牧師の家庭に生まれた。そしていくつ
かの牧師館において、1930年代の大恐慌の時代に至るまで成長した。私はかつて父
が「牧会（パストラル・ケア）」という言葉を使っていたという記憶がない。父はそ
のようなケアを行うための訓練を、彼の働いていた小さな教会のメンバーであった農
民や商店主たち、そして家庭の主婦や若者たちと共に働いたり生活したりする経験の
中で受けていった。父はそうした人々と一緒に畑で働き、彼らと一緒に座り、話し合
い、コーヒーを飲み、そして彼らの子どもたちの結婚を司式し、また彼らの葬式を執
り行った。私は父と一緒に教会員たちの家を訪問したときのことをよく覚えている
が、そこで幼い子どもだった私は人々が彼らの関心のあることや日常生活の事柄につ
いて語るのを聴いていた。けれども人々が何かしら深刻な悩みごとについて語るよう
な場面のことは、私は何も記憶していない。おそらくそういう時には、父がその人と
より私的なかたちで胸襟を開き、親密に語り合えるようにするため、私は家の外に出
されて遊んでいたのだろうと思う。
私は父が、さしずめ現在の「牧会（パストラル）カウンセリング」のような形式
で、一回ないし数回の公式（フォーマル）な対話を教会員と行っていたという記憶は
ない。彼の語彙の中にはそういった言葉そのものが存在しなかった。父の牧会的な働
きかけはより非公式（インフォーマル）なかたちに近いものであり、それは畑で生じ
たり、日曜日の礼拝の後で起こったり、人々の家やその玄関ポーチで行われたりし
た。父がひとつの共同体である彼の教会のメンバーと特別な関係を持っていたことは
明らかである。父は彼らの牧会上のリーダーであり、人びとが礼拝や社交的な交わり
のために集ったり、教会の仕事をしたり、彼らの子どもたちのための信仰教育を計画
したりする際に（彼の言葉によれば）「その群れの面倒をみた」のであった。
今から思えば確かなことだと思われるのだが、私はこうした父の牧会の働きを観察

したりそれに参加したりすることを通して、「牧師とは何か」とか「牧会とはどういう
ことなのか」ということについての私の最初のイメージを、たしかに不完全なもので
あったとは言え、非常に意味深い形で形成していったのである。困難な決断を経て神
学校に入学した後で、初めて何人かの現代的な牧会運動（パストラル・ケア・ムーブ
メント）の指導者たちと出会った時、こうした父親にまつわる私の子ども時代の記憶
と深く共鳴するものを感じた。牧会の世界と私の子ども時代の世界とがそこで出会っ
たのである。 （下線は引用者。チャールズ・ガーキン『牧会学入門』（2012: 18–19））

魅力的な父子関係の中に、スピリチュアルケアの特徴が示されている。心理療法・カウ
ンセリングとスピリチュアルケアとは、聴くという点では共通している。しかし、個室を
確保し、初回訪問時に治療契約を行い、主訴や時間や料金を確認して治療構造を育ててい
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く心理療法のありかたは、スピリチュアルケアはとらないし、とることが難しい。むし
ろ、いつどこでスタートするか分からない、立ち話で完結することも多い、二度目がない
かも知れないといった、スピリチュアルケアのインフォーマルな特徴が、ここでは示され
ている。
心理療法のような環境はととのわない中ではあるのだが、著者のチャールズの父親が
行っていたことはとても豊かなスピリチュアルケアの実践であった。のちの人々が理論化
する個別要素の多くが含まれていたであろうが、はじまりも終わりもつかみどころのな
い、教会員と父親の日常の中に埋め込まれた、構造のはっきりしない実践でもあったこと
が、チャールズによって繰り返し強調されている。
子としてのチャールズの最初の学びに視点を移すと、それは、観察学習というイン
フォーマルなものであった。チャールズは父親の薫陶を受け、父親というモデルを享受し
学んだ。父親に視点を戻すと、「牧会」という言葉は使われず、教会員ともつ生活上の接
点や日常生活の事柄から、日曜日の礼拝の後や玄関ポーチで（あるいは教会員たちの自宅
の居間や庭で？）重要な傾聴を行っていた。のちに確立した専門用語が当時はなかったこ
とが強調されている。「いつどこで初めて牧師によるケアを経験したか分からず」「牧会と
いう言葉を使」わず、「公式な対話」という形をとらず、しかしたしかに牧会は「群れの
面倒をみ」る形で行われ、その過程を観察して、チャールズの牧会のイメージは育まれ
た。この観察学習には、なんらかの「能力の獲得」や個別要素を履修するカリキュラムな
どなく、「不完全」だが「意味深く」、牧会とは何かをチャールズは学んだ。
この述懐に示されるのは、チャールズが体験し没入した、牧師である父による牧会の

「全体」である。ついで、「牧会運動の指導者たち」と神学校で出会ってからの彼の研鑽の
成果として、牧会の「要素」が語られていく。聖書的伝統の中で、礼拝や儀式を司る祭
司、共同体の道徳を支える預言者、よい生き方や人間関係を市井で提示する賢者たちとい
う三つのモデルを包括する「羊飼い（shepherd）」を牧会の担い手のあり方とするSeward 

Hiltnerの知見に言及する（ガーキン2012: 33; 89）。そして、20世紀の牧会が、精神分析の
影響で「受容と癒し」を重視する心理療法の傾向と、文化的コンテキストに真摯に向き合
うキリスト者の使命を重んじる社会的福音の傾向とをはらんでいたことを示す（2012: 

113; 137）。牧会をになう者の専門性の内容が問われていく 3）。これから読む「専門職チャ
プレンの共通資格要件と期待される能力」はそうした成果の延長上にある。ただし、スピ
リチュアルケアの対象は拡張され、宗教以外のさまざまな「人々の生に秩序と目的を与え
うる、共通の意味と価値を持つ構造」をも含めたものとなっているけれども（2012: 134）。
日本でのスピリチュアルケアの学びは、チャールズが経験したさまざまな学びや教育に
あてはめると、どの段階にあるだろうか。幼少期のチャールズのような経験は、多くの学
び手が経験したかもしれない。また、「牧会運動」のような多様な理論提示も行われてい
る。いっぽうでさまざまな課題も見えてきており、とくに、スピリチュアルケア師が活躍
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する現場からの期待に照らせば、個別要素だけでなく全体的枠組みへの目配りをどう確保
するかという段階に来ていると考えられる。「専門職チャプレンの共通資格要件と期待さ
れる能力」はまさにそのための文書なのだが、その検討に先立ち、次節では、これまでの
日本国内で論じられたこと――いわば日本における「牧会運動」――をかいつまんでとり
あげてみたい。

これまでの研究

望ましい・好ましいスピリチュアルケアがどのようなものである（べき）かを論じる試
みが、日本国内でも行われてきた。
まず、広く参照され、現在の日本での議論の出発点ともなっている、窪寺俊之の定義を
挙げておこう。

スピリチュアルケアとは、肉体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛の緩和と並んで、
患者のQOLを高めるには不可欠なケアで、特に死の危機に直面して人生の意味、苦
難の意味、死後の問題などが問われ始めたとき、その解決を人間を超えた超越者や、
内面の究極的自己に出会う中に見つけ出せるようにするケアである。日常生活では、
知性・理性など合理性が重視される傾向があるが、スピリチュアルケアは、日常生活
では忘れられて過ごしていた目に見えない世界や情緒的・信仰的領域の中に、人間を
超えた新たな意味を見つけて、新しい「存在の枠組み」「自己同一性」に気づくこと
である。 （窪寺2008: 58）

窪寺自身が述べているように、この定義は、窪寺のキリスト教的背景がベースになって
いるが、チャプレンとしての経験から、キリスト教以外の、そして無宗教をも視野に入れ
た立場に歩み寄ったものである。ケア対象者と、スピリチュアルケアの担い手の持つ宗教
観や価値観をどのようにすりあわせるかが、議論されてきた。
伊藤高章（2010）は、戦後の日本において、公的な場で宗教を語る言語（それは長きに
わたって人間の生の喜びや悲しみを語るために鍛えられてきた言語でもある）が半世紀以
上欠けてしまった現状を問題提起する。そのような現状ゆえに、日本国内のスピリチュア
ルケアにおいてことさら重視された一要件は、特定の宗教的信条や特定の価値観を「押し
つけない」スピリチュアルケアであった。谷山洋三（2009）は、「宗教的ケア」と「スピ
リチュアルケア」という二つの理念型を対置する視点を提起した。「宗教的ケア」は、ケ
ア提供者がケア対象者を自身の世界に呼び入れ招き入れるものなのに対して、「スピリ
チュアルケア」の場合は逆で、ケア提供者がケア対象者の世界を訪れる、ケア対象者の世
界観が最優先されるべきケアのあり方とみる。完全な「スピリチュアルケア」も完全な
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「宗教的ケア」も（理念型であり）現実形態としては存在はしないが、「宗教的ケア」に対
置される「スピリチュアルケア」という谷山の視点は広く受け入れられ用いられている 4）。
谷山（2022）等では、その延長上に、スピリチュアルケアの担い手の養成教育場面での留
意点を整理して示す。熱心に語る宗教者が無宗教の聴衆を冷めた気持ちにさせた経験を紹
介して、山本佳世子（2014）は、宗教者／無宗教者の境界を越える担い手（たとえ信仰を
もたずとも知性を持って対話することのできる担い手“intelligent unbeliever”）の必要性を
示す。谷山と山本は、いわば「押しつけ」を避ける配慮を要件とするのだが、スピリチュ
アルケアの担い手も受け手も含んだ文化や言語の課題に着目する視点もある。たとえば小
西達也の視点は、谷山（とそれをうけて山本）が提起した「押しつけ」を避ける配慮を、
より踏み込んだ方法論として提案するものだ。
小西は各自の意識されない「ビリーフ」の自覚と、その「ビリーフ〔からの〕自由」を
追究する必要を説いてきており、研究の成果をまとめている（2023）。ここでいう「ビ
リーフ」を、小西は以下のように定義する。「個人の精神生活を支える様々な信念や信仰、
仮定等のこと。『信じること』一般を意味する英語『Belief』を日本語の片仮名で表現した
もの。私たちは日常生活の中で数多くのビリーフを活用している。しかもそれらの多くは
無意識的に信じられており、その存在にすら気づいていない場合も多い」（小西2023: 430）
と説明する。
ただし、小西の複数の論考をみるかぎり、この「ビリーフ」が指すのは「信じること一
般」よりももう少し踏み込んだ、私たちの安全感覚に関わり生を根本から支える「基本的
信頼basic trust」（エリクソン1977: 317–322; Giddens 1991: 45）に近い、いっぽうで強く私
たちを束縛する、根深く「無意識的」な前提と理解される。
そして「ビリーフ〔からの〕自由」の小西の定義は以下の通りである。「ビリーフへの
固着がないあり方のこと。……ケア提供者が、ケア対象者の話を、自身のビリーフに基づ
いて歪めることなく聴くことが重要となるが、それを実現する上で、この『ビリーフ自
由』がきわめて重要となる」（小西2023: 439–440）。
ところで、「ビリーフ自由」とは、「ビリーフ」がゼロ（無宗教が理想）、ということで
はないだろう。なぜなら小西は別のところで、人生の問題を徹底して考えたことのない人
には他者の苦悩は理解しにくいと述べ、チャプレンの要件として神学や宗教が重視されて
いることを強調している（小西2023: 83）からである。この「ビリーフ」は、スピリチュ
アルケアの担い手においては「ビリーフ」への「固着」として、スピリチュアルケアの対
象者に対しては「ビリーフ」の「押しつけ」として出現するので、「ビリーフ」があるの
は避けがたく、あってもそれに縛られないことが重要となる 5）。であれば、宗教なり無宗
教なりを扱うための知識や共通言語の醸成が、ひとつの課題となるだろう。
小西は、スピリチュアルケアとは「理解＝自己表現サポート」だとする。個人の「生の
立場」（その個人がおかれている人生の境遇、現実の個別的立場、事情、文脈、状況）を
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理解するサポートなのだと説く。「生の立場」を理解することはそれに固着することでは
なく、それから自由になることである。スピリチュアルケアの担い手と受け手の双方が、
個人の「生の立場」に拘束されずに自由に「生の立場」の「表現」と関わることができる
状態を、スピリチュアルケアの目指すところと彼は考える（小西2023: 70–73）。なお、他
者の「生の立場」の理解は、そもそもきわめて困難で、完全な他者理解など現実にはあり
得ないのだが、よりよい理解を求めてエンドレスに努力するのもスピリチュアルケアの大
切な姿勢と彼はみなしている。
ところで、終末期ケアと結びつけて連想されることが多いせいか、スピリチュアルケア
の研究は医療領域が多い 6）。福祉や司法や軍、あるいは一般企業等におけるスピリチュアル
ケアの実践は、米国などで幅広く展開されているにもかかわらず（Doblmeier 2015）、日本
では数少ない。司法行刑と防衛の二つの領域を例に挙げてみよう。日本の刑事施設で活動
する教誨師はスピリチュアルケアの実践者というより法務省監督下の篤志の宗教家である
し、日本の自衛隊の中では生死に関わる出来事があるにもかかわらず（また諸国に従軍チャ
プレンの長い伝統があり、日本の自衛隊でもそれらとの私的な交流があるにもかかわらず）
スピリチュアルケアは提供されていない（石川2013）。ところで、特定の宗教や特定の価値
観を「押しつけ」ないという原則は、医療以外の領域では異なっている。たとえば刑事施
設の入所者・受刑者は教育を受ける機会を欠いてきた人が多く、彼らに宗教的文化的価値
観を適切に伝えることは少なからぬ意味をもっている（「押しつけ」の肯定を私は意図して
いないが）。伊藤（2010）が指摘したように、あるいは小西（2023: 83）が確認したように、
宗教について「押しつけ」せずに話題にはすることのできる共通言語や生活に即した規範
や知識。それらをスピリチュアルケアの場に活かすためにはどうしたらよいか、それを考
えうるような人物像も期待されていると思われるのである。医療以外の領域も視野に入れ
たスピリチュアルケアの担い手と、その養成を考えていく必要がある所以である。

さて、スピリチュアルケアの担い手のあり方についてこれまで日本国内で論じられてき
た個別要素に、「専門職チャプレンの共通資格要件と期待される能力」の視点をあらかじ
め三つ加えるとすれば、ひとつは、自身のスピリチュアルケアを説明する能力、またひと
つは、臨床的な倫理を体現する成熟した人物像、もうひとつは（担い手個人としてだけで
なく）多職種連携を含む、組織の一員としてのあり方であろう。
自身のスピリチュアルケアを説明する能力として想定されるのは、ケア対象者およびそ
の家族や友人や同僚、そしてスピリチュアルケアの担い手が連携する同僚や他職種であ
る。同僚や他職種にスピリチュアルケアを説明する能力、と考えるとき、言及しておくべ
きは、近年、チーム医療の中の傾聴者のコミュニケーション能力が問われていることであ
る。スピリチュアリティという、曖昧なままにされていた鍵概念についてのコンセンサス
を探る会議が2012年、2013年に米国内で行われ、2013年には国際会議としても行われた。
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そこでは研究や教育、地域との連携において説明する能力を育てることが強く推奨されて
いる（Puchaleski 2014: 5–7）7）。また、スピリチュアリティと健康を架橋する専門職として、
研究能力にすぐれたチャプレンをどう訓練するか、という大規模研究プロジェクトが米国
で2015–2019年に実施された。傾聴者としてのチャプレンが自らの実践について研究し
て、チーム医療の現場で客観的事実に基づいて医療職に説明できる、そのような専門性が
期待されている（https://www.transformchaplaincy.org/）。
臨床的な倫理を体現する人物像についてもみよう。倫理綱領などの文書の個々の記載内
容にとらわれ、表面的形式的に外的拘束・外的強制と捉えられがちな倫理であるが、スピ
リチュアルケアの担い手がどのような人物像である（あるべき・あってほしい）のかとい
う視点を含める必要がある。職業倫理は、専門職 8）にとっては行動のガイドラインである
とともに、専門職の集団が社会からの信頼を獲得するために社会に対しておこなう理想追
求の誓約でもあるからだ（金沢2017: 12–19）。そのうえでさらに、文書が期待している人
物像が現実に見合うものであるか？不足や過剰がないかを問うまなざしも必要だ。
また、組織の一員としてのあり方も、担い手の一個人としての安定したスピリチュアル
ケア実践に大きな影響を及ぼす。スピリチュアルケアの担い手は、一人では活動できない。
特定の教育機関などで学び、なんらかの職能団体などに所属し、病院などの組織において
活動することになる。組織の運営のための書類事務もあろう。チーム医療の現場では、ス
タッフ等の他職種との連携や情報共有が重要になる（村瀬ら2013）が、これは養成教育で
は「教える」機会が少なく、むしろ現場での必要から学ぶことが多い。また有給あるいは
常勤の場合とそうでない場合とは大きく活動が許される範囲が異なり、後者がスタッフへ
のケアや遺族会などの実践にさえ生かされていないという指摘もある（谷山ら2022）。組織
の矛盾をはらんだ現実にもぶつかるのだが、その部分の研究や教育はまだ途上にある。
私がとくに強調したいのは、上にあげた三点――期待される能力としての説明する能
力、求められる人物像としての倫理を体現する人物、組織の一員としての連携――が、よ
りよいスピリチュアルケアのための論点とは切り離して論じられがち（あるいは先送りに
されがち）である、ということだ。それらへの自覚を促すべく、スピリチュアルケアの担
い手の要件を包括的に述べたものが、「専門職チャプレンの共通資格要件と期待される能
力」なのだ。

チャプレンの資格要件と期待される能力

「専門職チャプレンの共通資格要件と期待される能力」（Board of Chaplaincy Certi�cation 

2016）は、米国臨床牧会教育協会（Association for Clinical Pastoral Education）も含めた国際
的超宗派的な連合体が、チャプレン（その教育者を含む）の要件として示した基準である。
臨床牧会教育の現在の養成の基準を、上記『手引き集』邦訳を通して再吟味する作業
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は、まずは上智大学における、臨床牧会教育を応用した傾聴者養成教育のあり方の向上を
意図したものであるが、同時に関係諸団体の教育にも資するものと期待している 9）。

専門職チャプレンの共通資格要件と期待される能力（チャプレン資格認定委員会、
2016）
「専門職チャプレンの共通資格要件と期待される能力」は、以下のスピリチュアル
ケア実践者たちの以下の団体において、2016年から2017年のあいだに審議され、承
認された。
臨床牧会教育協会（Association for Clinical Pastoral Education）
専門職チャプレン協会（Association of Profession[al]10） Chaplains）
カナダスピリチュアルケア協会（Canadian Association for Spiritual Care）
全国カトリックチャプレン協会（National Association of Catholic Chaplains）
ユダヤ教チャプレン協会（Neshama: Association of Jewish Chaplains）

QUA：役員および会員の資格認定要件Quali�cations for Board and Associate Certi�cation

資格認定を受けようと思う者は、以下の要件を満たさねばならない。
QUA1.各自の宗教伝統に沿った現在の資格と立場を示す書類が提出されていること。
QUA2.所属専門職団体がさだめる年会費を当年度分まで完納していること。
QUA3.高等教育機関認定審議会（Council for Higher Education Accreditation）に属する
教育機関の、大学学部教育あるいは神学校教育と、大学院レベルの神学学位、ある
いは所属専門職団体のガイドラインに則って上記相当とみなされる学位を取得して
いること。

QUA4.臨床牧会教育協会の臨床牧会教育（レベル1、2）などについて、所属機関にお
ける最低4単位（4ユニット）の履修の証明書を示すこと。上記に相当する他の教
育訓練も考慮されることがある。

セクション1. ITP：理論と実践両面が統合された能力 Integration of �eory and Practice 

Competencies

資格認定候補者は以下の能力を明らかにしなければならない。
ITP1.各自の宗教伝統に根ざし、専門職としての実践方法論と統合して、スピリチュ
アルケアの方法を説明できる。

ITP2.スピリチュアルケアの提供において、宗教的な信念と実践とを統合した、心理
学および社会学諸領域の実践的な知識をそなえている。

ITP3.自身のケアの実践において、人間としての発達の精神性（spirituality）11）の次元
と感情的次元とが統合されている。
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ITP4.自身の専門職としての活動状況に適用される実践的な知識が、多様な倫理の考
え方を包含している。

ITP5.グループ内の力学と組織内の人間行動について、概念的に理解しており、説明
できる。

ITP6.チャプレン専門職としての実践や自身のスピリチュアルケア実践において、基
礎研究や研究文献の関連情報を明確に説明できる。

セクション2. PIC：専門職としての自覚と行為に現れる能力Professional Identity and 

Conduct Competencies

資格認定候補者は以下の能力を明らかにしなければならない。
PIC1.ケアを提供する際の、専門職としての自身の強みと限界をも含めて、自己省察
ができる。

PIC2.自身の感情、態度、価値観や前提が、ケア専門職としての実践に影響すること
を説明できる。

PIC3.自身の身体、感情、精神性（spirituality）の状態をととのえるための配慮ができる。
PIC4.他者の身体や、感情や、文化や、精神性（spirituality）における、境界を尊重す
るふるまいを伴わせて、職務を行うことができる。

PIC5.スピリチュアルケアを提供する者として、自身の専門職としての権威を、適切
に行使できる。

PIC6.自身がケアする相手の権利擁護と意見代弁（advocacy）ができる。
PIC7.「チャプレン倫理綱領」に従った行動をとることができる。
PIC8.口頭でも文書でも効果的なコミュニケーションをとることができる。
PIC9.専門職としてふさわしい服装と身だしなみ、ふさわしい行動、ふるまいをそな
えている。

セクション3. PPS：専門職としての実践スキルに現れる能力Professional Practice Skills 

Competencies

資格認定候補者は以下の能力を明らかにしなければならない。
PPS1.敏感さと開かれた心と敬意とをもった専門職として、スピリチュアルケアの関
係を確立し、深め、締めくくることができる。

PPS2.ケアの受け手、その家族やスタッフの状態をととのえるために有益で効果的な
精神性（spirituality）の支援を提供することができる。

PPS3.文化、ジェンダー、性的嗜好、そして精神性（spirituality）の、あるいは宗教的
な実践（これらに限定されない）の多様性や違いを尊重したスピリチュアルケアを
提供することができる。
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PPS4.スピリチュアルケアの実践において、危機の程度を測り対応することができる。
PPS5.喪失と悲嘆を経験している人々にスピリチュアルケアを提供することができる。
PPS6.ケアの受け手、その家族、スタッフのケアに適した宗教的な／精神性に関わる
（spiritual）資源を提供することができる。

PPS7.さまざまな状況や必要性にかなう礼拝や、精神性（spirituality）に関わる実践を、
準備し、運営し、司式することができる。

PPS8.ケア実践の相手のために、相手の神学的な／精神性に関わる（spiritual）省察
（re�ection）を支援することができる。

PPS9.家族の話し合いや、トラウマ後の手当て、スタッフの振り返り、自助グループ
などで司会を行い、グループプロセスを展開させることができる。

PPS10.ケアの受け手が自身をととのえるために役立てられるよう、精神性（spirituality）
に関わるアセスメント、介入、結果の吟味を行い、ケアプランの設定を行うことが
でき、それらを活用することができる。

PPS11.自身のスピリチュアルケアを適切な記録に残し、活用することができる。

セクション4. OL：組織内の指導者としての能力Organizational Leadership Competencies

資格認定候補者は以下の能力を明らかにしなければならない。
OL1.自身が奉職する機関の維持と、活動にスピリチュアルケアを統合させる働きか
けに、尽力できる。

OL2.専門職同志の、また複数の専門分野にまたがる関係を構築し、維持することが
できる。

OL3.組織における自身の役割にふさわしい職業理念と実践を活かしながら、所属機
関の制度と文化やしくみを踏まえた働きをすることができる。

OL4.自身の職場における倫理的な意思決定を促し、援助し、支持することができる。
OL5.地域の宗教者や宗教指導者との協力関係を展開することができる。

MNT： 認定更新と向上のための要件Requirements for the Maintenance of Board and 

Associate Certi�cation  

認定チャプレンとしての地位を維持するためには、チャプレンは以下の条件を満た
さなければならない。

MNT1.5年ごとのピアレビューを受けている。
MNT2.所属団体が提供する毎年の継続教育について、50時間以上の受講を証明する。
MNT3.各自の宗教伝統に沿った現在の資格と立場について、5年ごとに文書で示して
いる。

MNT4.所属団体がさだめる年会費を当年度分まで完納している。
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MNT5.チャプレン、牧会カウンセラー、臨床牧会教育担当者およびそれらを学ぶ者
のための、倫理綱領を遵守している。

担い手にどのような期待がされているか

さて、あらためて、「専門職チャプレンの共通資格要件と期待される能力」の邦訳には、
担い手のどのようなあり方が採り上げられているか、確認してみよう。
番号のない、先頭のセクション「QUA：役員及び会員の資格認定要件」および末尾の
セクション「MNT：認定更新と向上のための要件」は、諸会費の支払いや5年ごとの更
新手続き、研修の受講や倫理綱領の遵守など、チャプレンのみならず、なんらかの団体に
属するものの一般常識としても欠かすことが許されない項目が収められている。それゆえ
この二セクションについてはこまごまと検討しなくてもよいだろう。なお、「チャプレン、
牧会カウンセラー、臨床牧会教育担当者およびそれらを学ぶ者のための、倫理綱領」
（MNT5、下線は引用者）とあるように、スピリチュアルケアの担い手として活動を始め
る前の学習中の段階から倫理綱領を遵守するよう求められていることに注意しておきた
い。では、そのほかの四セクションについて確認してみよう。

セクション1. ITP：理論と実践両面が統合された能力
「理論と実践の統合」として立てられた内容は、チャプレンの務めの幅広さを踏まえた
複合的なものである。チャプレンはスピリチュアルケアを実践できればよいということで
はない。それはなんらかの「各自の宗教的な信念と実践」にも根ざすことが期待される
が、いっぽうで、「専門職としての実践方法論」と統合されていて（ITP1）、信念と実践が
ケア対象者に資するものであることが明確な用い方をされていなければならない。「心理
学および社会学諸領域の実践的な知識」（ITP2）に根差し、関連する「基礎研究や研究文
献の関連情報を明確に説明」（ITP6）できる知識と冷静な運用が求められる。そこでは知
性的な事柄のみに偏ってはならず、「人間としての発達の精神性（spirituality）の次元と感
情的次元とが統合」（ITP3）された、人としての成長度を活かした情緒性豊かなケアが期
待されている。チャプレンのふるまいは組織内の人間の行動を適切に支援するものであり
（ITP5）、多様な価値観や倫理観を受けとめつつ（ITP4）、必要な際には倫理的判断ができ
るという要件、と考えられる。チャプレンの専門性を裏打ちしうる知的・情緒的両面の豊
かさと柔軟さが求められているのである。実際に近年のチャプレンは、実践だけでなく研
究もする（researcher-practitioner）であることが期待されている 12）。

セクション2. PIC：専門職としての自覚と行為に現れる能力
ケアを提供する際に、ケア対象者に影響を及ぼす自己について、十分な理解ができてお
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り、継続的に自己省察をしているかが問われる（PIC2）。自己の強みと弱み、感情、態度、
価値観や前提、自己の心身の状態を知り（PIC1）、メンテナンスができる（PIC3）いっぽ
うで、同様に他者のそれらも尊重し、必要に応じて権利擁護や意見代弁も行う（PIC6）。
共感的に対象者と関わりながらも、他者と自己との境界に自覚的であり（PIC4）13）、適切
なコミュニケーションを展開する（説明含む）能力が求められる（PIC8）。権威にたいし
て注意深いスピリチュアルケアについて、「PIC5」に言及された「権威の適切な行使」と
いう項目があるのは興味深い。従順で無条件の受容をする奉仕者ではなく、ときに積極的
に場を主導するふるまいも期待されているのだ。もちろん、無条件に権威を乱用してよい
ということではなく、むしろ権威に自覚的であることが問われ、必要な権威の行使を忘れ
たり避けたりすることもまた好ましくないと理解することができるだろう。「倫理綱領」
を深く理解しての実践が求められる（PIC8）。周囲から誤解をされないふるまいを求めら
れているということでもある（PIC9）。

セクション3. PPS：専門職としての実践スキルに現れる能力
自他の状況を正しく評価判断して、ふさわしいスピリチュアルケアを提供できることが
求められる（PPS1、PPS3）。強度の精神的外傷の経験者や、喪失と悲嘆を経験している人
などのリスクを見きわめてスピリチュアルケアを計画できるということは、通俗的な知識
ではなく正確な精神医学的知識を育てていくべきということである（PPS4、PPS5）。スピ
リチュアルケアを開始し、関係を確立し深め、関係を閉じることができる（PPS1）。関係
は永遠に続くのではなく、なんとなく終結するのでもなく、自覚的意識的に終わらせるの
である。自身の価値観は持っているけれども、他者の多様な価値観を尊重する。自分のみ
ならず他者の状態をよりよくする支援もでき（PPS2、PPS10）、グループのファシリテー
ションも提供できる（PPS9）。宗教的（あるいは無宗教的な）儀式が必要になれば提供で
き（PPS7）、宗教的（あるいは実存的な）問いにも向き合うことができる知識と幅をもつ
（PPS6、PPS8）。そして、自身の省察・向上にも、またスピリチュアルケア全体の向上に
も資するよう、記録をつけておくことが求められる（PPS11）。

セクション4. OL：組織内の指導者としての能力
スピリチュアルケアの担い手は一人で活動をするのではない。自らが所属する組織・機
関に支えられ、また、その組織・機関の信頼構築や活動の円滑化のために自身も貢献する
（OL1）。スピリチュアルケアの担い手を採用する際に、注意深く観察するポイントのひと
つは、同僚として一緒にやれるか、という点であろう。
自身がケアに関与した後の支援のために、複数の専門職との連携協働（OL2）、地域の
宗教者との協力関係（OL5）も育ててゆく。地域の宗教者との関係が役立つのは、特に、
その宗教固有の課題を取り扱う場合に、ケア対象者を訪問して対面で話をすることが欠か



― 52 ―

現代死生学 Contemporary Death and Life Studies Vol. 2

せないからだ（たとえばケア対象者が自由に動けない病院。また、司法・刑事施設でのス
ピリチュアルケアでは、移民がさらに増加する今後に重要となるはずである）。そして、
その際に、自身の組織や自身の専門職の職業理念を具現して倫理的な行動をなし（OL3）、
また連携協働する他の専門職や宗教家も同様にふるまえるように導いていく（OL4）必要
もある。
ここから強調されるべきは、理念や倫理を知識としてもっているということだけでな
く、それをケア対象者や他（の専門職や宗教者）にも共有して、倫理的な場を率先してつ
くり出していくこと（他の人の責に転嫁せず）ができるかということだ。

スピリチュアルケアの担い手に期待されている能力，人物像，組織の一員
という目標

ここまで挙げられた項目を確認してみる。理論と実践の統合（セクション1）、専門職
としての自覚と行為（セクション2）、専門職としての実践スキル（セクション3）、組織
の指導者としての能力（セクション4）という四つに含まれている内容は、全人的な努力
を行いながら、常に知識や専門性の向上をはかり、説明や研究する能力を向上させ続け、
自身の宗教や価値観を実践に統合する人物であり、組織内外の連携協力をまとめ、なおか
つそのような自分自身を常に内省し続けるという、高度な要求だ。これらすべての完全な
実現は困難とおもわれるが、スピリチュアルケアの担い手への期待に応える養成教育を目
指し、たえざる向上を図りたい。
そのためには、スピリチュアルケアの名のもとに実践していることがどのようなことであ

るのかを理解し説明する能力が、ケア対象者のためにも、その周囲の人々のためにも、他職
種の同僚のためにも必要だろう。組織の一員としてよりよく活動するということであるが、
同時に、説明する力は、対社会に対する信頼構築のためにも求められるだろうし、スピリ
チュアルケアの担い手同士が、自らの実践について検討し合うためにも求められてくる。
先に述べたように、日本でのスピリチュアルケアについての議論は、もっぱら医療領域
に集中している。生死に関わっているけれども、スピリチュアルケアの担い手は、まだい
ない領域が多い。養成教育をになうものとして、領域ごとの異なる専門性はもちろんだ
が、複数領域に共通する人物像も見すえていきたい。

※本研究は JSPS科研費 JP20K12326, JP23K00073の助成を受けたものである。

〈注〉
1） たとえば、「よきサマリア人」あるいは「慈悲」「利他」という表現が用いられた。あるいは、
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「ラポール」「よりそい」あるいは「プレゼンス」、「doingでなくbeing」、「いま、ここ」「ネガティ
ブケイパビリティ」「中動態」などの現象や特徴をもって、よりよいスピリチュアルケアを説明
する試みが行われている。葛西（2015）は、日本スピリチュアルケア学会での定義を模索する企
画を要約し報告したものであるが、そこでの発表者たちは、より平易な日常語を以ってスピリ
チュアルケアを定義しようと試みている。

2） この論考は、私が取り組んでいる、傾聴者養成の国際比較・宗教間比較の研究の一環である。
本論考に示した制度的考察のほか、私は欧米におけるムスリムチャプレンの歴史と実践に焦点を
当てて研究調査を重ねている。またその成果、関連領域の研究者の研究成果を、チャプレン研究
会（https://chaplaincy-studies.blogspot.com）という形で共有している。

3） 中井（2023）は、ガーキン（2012）も参照しながらスピリチュアルケアの歴史を簡潔にまとめ
ている。同書はフォーマルな学びが作り上げられた後にもなお残るスピリチュアルケアのイン
フォーマルさを読者に確認させる入門書となっている。

4） 天野（2022）は、「押しつけ」傾向の克服に焦点を当てて、臨床宗教師の資質を検討している。
日本臨床宗教師会の臨床宗教師倫理綱領第4条（4–1～4–7、「臨床宗教師自身の信仰を押しつけな
い（ケア対象者の信念・信仰、価値観の尊重）」を参照（https://www2.sal.tohoku.ac.jp/p-religion/ 

2017/cn8/pg28.html、2023年8月10日確認）。
 　また、日本スピリチュアルケア学会の「スピリチュアルケア師倫理綱領」第5条（5–1、5–2、
「自らの信念、信仰、価値観、対人傾向の相対化」）と6条（「ケア対象者の自主性の尊重」）を参
照（https://www.spiritualcare.jp/qual/platform/、2023年8月10日確認）。

5） 小西（2023）は、究極的にはこの「ビリーフ」に縛られない状態も「東洋哲学」の修行の極致
のような状態として理念型的に想定している。そこでは、世界は固定されたものではなく、「瞬
間瞬間」「刹那刹那」（いま）の自己決定によって創造されるものとされる。固定された世界に固
着しないので、ビリーフからの自由が実現する。そのうえで、スピリチュアルケア対象者一人一
人の「生の立場」（ここ）を感得するスピリチュアルケアの実践（小西2023: 271）を考える。こ
のような状態を実現させるための養成教育の方法については詳述されていないが、これを一つの
理念型として捉えるなら、小西はスピリチュアルケアの提供者にしばしば勧められる「いま、こ
こ」を感じるあり方を提案しているのだと理解される。

6） 小西は、日本におけるスピリチュアルケアのニーズは、緩和ケア病棟の患者よりも、化学療法
の外来患者などの方がさらに高いのではないかと問題提起する。「通院治療中の患者は、入院時
よりも医療スタッフと会話する機会が少なく、孤独や不安を抱えていることが多く、ケアニーズ
が高い」（小西2023: 25）。

7） この論文はコンセンサスを得たスピリチュアリティの定義の部分だけが引用されることが多い
が、養成教育にも多くの提言を行っている。私が担当する大学院の授業で邦訳を行ったが、未公
刊である。

8） 日本では専門職（professional）というと有給という考え方があるが、英語では必ずしも有給で
なくとも、一定の資格を持って倫理的に職務に従事する担い手をさす。スピリチュアルケア師の
多くはほぼ無給のボランティアだが、倫理綱領の遵守の重要性は大きい。

9） 当資料は、米国臨床牧会教育協会のTed Hodge氏を通して同協会の了承を得て邦訳を行った文
書の一つである。臨床牧会教育協会の認定教育者に期待される能力と倫理については、葛西賢太



― 54 ―

現代死生学 Contemporary Death and Life Studies Vol. 2

「米国臨床牧会教育協会『手引き集』の精読と試訳――チャプレン教育者に期待される能力と倫
理――」（2023a）に、やはり同協会から了承を得て邦訳を掲載し吟味を行っている。こちらも上
智大学学術リポジトリで読むことができる。併せ参照して頂きたい。

10） 原文での欠落と思われる“al”を補った。
11） 一般には、spiritualityは spiritualの派生語と考えられ、近年、spiritualityは「スピリチュアリ
ティ」、spiritualは「スピリチュアル」、そして spiritual careは「スピリチュアルケア」と片仮名表
記する訳語をあてられることが多かった。しかし本論考では、あえて spiritualityを「精神性」と
訳し、原語を付記する選択をした。また spiritual careは「スピリチュアルケア」とするが、いっ
ぽう spiritualは「精神性に関わる」などと訳した。

 　キリスト教の「聖霊」を想起させる spiritualityの含意と、そこから拡張された現在の spirituality

の用法があまりに広いいっぽうで、spiritual careは、（キリスト教などの）特定宗教に固定的には
依拠しない汎宗教的・実存的な実践をさしているからだ。また、日本語の「スピリチュアル」は
疑似宗教的・疑似科学的な多くの実践を含んでいるが、「スピリチュアルケア」はそれらとは一
線を引いた実践であることを強調したいため、である。

12） たとえばBrandais UniversityのChaplaincy lab（https://chaplaincyinnovation.org/）など。
13） ケア対象者の価値観やあり方の尊重に加えて、転移、逆転移や投影などの精神力動に自覚的で
あること、また境界性人格障害への対応などが想定されていると考えられる。
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Identifying Spiritual Caregivers:  
Exploring �eir Competencies, Character, and  

Contribution within Organizations

Kenta KASAI1

Abstracts
What requirements or quali�cations are necessary for a spiritual caregiver? �is 

question is frequently posed by caregivers and their educators, o�en eliciting tentative 
responses. While idealistic elements, theories, schools of thought, or personal experiences 
shape spiritual care, its practice should transcend the mere sum of these ideals. In clinical 
settings, we rely on explanatory skills, ethical decision-making abilities, and e�ective col-
laboration and negotiation with colleagues within our organization. Education should en-
compass more than just ideological concepts; it should also address these practical as-
pects. I have translated the “Common Quali�cations and Competencies for Professional 
Chaplains” by the Board of Chaplaincy Certi�cation (2016) into Japanese to share with 
Japanese colleagues. �is study examines these “Common Quali�cations” and discusses 
what expectations we should have for spiritual caregivers regarding competency, charac-
ter, and organizational contributions.
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